
<対応の流れ１>

特別警報等の
発令なし

特別警報等の
継続

特別警報等の
解除

登校可能 通常登校可能

長崎市教委等が
臨時休業を決定

当日の午前７時の時点

　　　　　台風接近に伴うガイドライン　長崎市立小ヶ倉中学校

　本紙における「特別警報等」とは
①長崎市が警戒レベル４「避難指示」や警戒レベル５「緊急安全確保」を発令した場合
②気象台が警戒レベル４相当や警戒レベル５相当を発令した場合
③気象台が「特別警報」を発令した場合
④気象台が台風接近に伴い「警報」を発令した場合
＊台風接近時ではない「警報」は「特別警報等」には含めません。

前日以前に台風接近の予報

大きな被害が出ると
予想される場合

まだ大きな被害が出るとは予想できない場合

学校がテトルで
保護者に連絡

特別警報等の発令

自宅待機

当日の午前１０時の時点

臨時休業

①紛らわしい天気の場合は、テトルやホームページで連絡します。
②警報等が発令されていない場合でも、通学が困難な状況にある生徒については、自宅待機とする
か、保護者と一緒に登校してください。
③登校可能な場合も、安全確保のため自宅待機や遅れての登校でも構いません。学校への連絡をお
願いします。



<対応の流れ２>

特別警報等の
解除

通常下校

特別警報等の解除に
時間がかかると予想

生徒の登校後に台風接近の予報

特別警報等の発令が
予想されるとき

急に特別警報等が発令されたとき

テトルで
早めの下校の連絡

学校待機

テトル等で
生徒引き渡しのお願い

早めの下校 生徒引き渡し

＊以上の対応を原則としますが、状況により臨機応変の対応を取ることもあります。
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